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組合が指定する除草剤の無償配付について 

 

拝啓 日頃より団地内の環境美化にご協力頂きありがとうございます。 

 さて、団地内歩道上の植樹桝は約 50箇所あり、原則は八戸市の管理下にありますが、組合

では緊急・軽微なメンテナンスを行っています。 

 組合の調査では、歩道に散布された除草剤が桝まで浸透したことが原因となって半数の樹木

に枯れが発生していることがわかりました。 

このため、環境推進委員会で除草剤を選定し、希望する組合員へ配付することで団地全体の

環境維持に取り組むことを決定致しました。 

つきましては、日頃より歩道に除草剤を使用している事業所に対し、組合が指定する除草剤

を無償で提供致します。ご希望の場合は下記申込書により 3月 27日（金）までに組合事務局

へ（FAX：20-5599）お申し込みください。                    敬具    

記 

 

[組合が指定する除草剤について] 

(1)  品  名 ： ザクサ（液体タイプ） 水で 100～150倍程度に希釈して使用 

(2)  容  量 ： 500ml／本  ※1本で約 300坪(1,000㎡)まで散布可能 

(3)   特   徴  ：  ①葉や茎から吸収され、木の幹や根からは吸収されない性質のため、 

             樹木の近くでも安心して利用可能。 

            ②散布後 2～5日で効果が現れ、10日までに完全に枯れあがります。 

その後 40日～50日程度雑草の再生を抑えます。 

(4)  配付時期   ：  4月に 1本（500ml）、7月頃に 1本を予定 

             ※7月分は再度ご案内致します。 

(5)  注意事項   ：  ①直接、葉・茎にたっぷりと散布してください 

                （歩道板隙間の苔や、草がない箇所への散布は効果がありません） 

               ②直接、植樹桝内や花壇へ散布はお控えください。 

                （桝内の除草は手作業でお願い致します） 

               ③散布後の枯草は廃棄をお願いします。 

④配付する除草剤は団地内歩道用としてご利用ください。 

                 ※別途追加購入希望の場合は、団地内 ㈱みちのく松善 様へ 

お問い合わせください。(0178-21-1621) 

               

<除草剤配付申込> 

組合事務局行き（FAX 0178-20-5599）                    令和 8年   月   日 

 

当社は、組合指定の除草剤ザクサ（1本/500ｍｌ）を希望します 

 

 

組合員名                         担当者                      

 

※団地内に複数拠点があり、除草剤を追加希望する場合は事務局までお問い合わせください。 




